
更新⽇︓2021年9⽉29⽇

緊急事態宣⾔の解除に伴う市内公共施設の利⽤再開について（令和3年
10⽉1⽇〜）

8⽉27⽇（⾦曜⽇）から三重県全域が対象区域となっていた「緊急事態宣⾔」が、9⽉30⽇（⽊曜⽇）をもっ
て解除されることに伴い、利⽤休⽌をしていた公共施設の利⽤を10⽉1⽇（⾦曜⽇）から再開します。
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